
令和３年９月１日  
 
 
 

令和３年 第11回 南区選挙管理委員会 
 
 
議  題 
 
 １ 議 案 

   議案第45号 選挙人名簿から抹消する者に関する専決処分の承認を求めることに 

ついて 

   議案第46号 選挙人名簿から抹消する者について 

   議案第47号 選挙人名簿に登録する者について 

   

 ２ 報告事項 

   野多目北投票区の投票所の変更について 

 

 ３ その他 

   今後の委員会開催予定日時について 

・令和３年 ９月 17日（金）午前 10時 00分～ 

・令和３年 10月 20日（水）午前 10時 00分～ 

   ・令和３年 11月 19日（金）午前 10時 00分～ 

 



議案第45号 

選挙人名簿から抹消する者に関する専決処分の承認を求めることについて 

 選挙人名簿から抹消する者について，地方自治法施行令第137条第１項の規定により別紙

のとおり専決処分したので，同条第２項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

令和３年９月１日 

     福岡市南区選挙管理委員会 

 委員長   光 安  力 
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専決第４号 

 選挙人名簿から抹消する者について 

 選挙人名簿から次の者を抹消する必要があるが，委員会を招集する暇がないため，地方自

治法施行令第137条第１項の規定により，次のとおり専決処分する。 

  令和３年８月20日 

福岡市南区選挙管理委員会 

 委員長  光 安  力 

１ 死亡により抹消する者の数 

184人 

２  市外へ転出後４箇月を経過したことにより抹消する者の数 

1,572人 

３ 抹消する者の氏名等 

抹消者名簿のとおり 

４ 抹消年月日 

令和３年８月20日 

（根拠） 

・専決処分 地方自治法施行令第137条第１項の規定による。

・議決及び告示  公職選挙法第28条の規定による。 

【参考】公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号） ※略文 
（登録の抹消）

第28条  選挙管理委員会は，選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するとき

は，これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。

一  死亡，日本国籍喪失を知ったとき。

二  当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日後四箇月を経過したとき。  外

2



3



議案第46号 

 選挙人名簿から抹消する者について 

選挙人名簿から次の者を抹消する。 

  令和３年９月１日 

福岡市南区選挙管理委員会 

 委員長   光 安  力 

１ 死亡により抹消する者の数 

93人 

２  市外へ転出後４箇月を経過したことにより抹消する者の数 

1,123人 

３ 抹消する者の氏名等 

抹消者名簿のとおり 

４ 抹消年月日 

令和３年９月１日 

（根拠） 

・議決及び告示  公職選挙法第28条の規定による。 

【参考】公職選挙法（昭和25年 法律第100号） ※略文 
（登録の抹消）

第28条  選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するとき

は，これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。

一  死亡、日本国籍喪失を知ったとき。

二  当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日後四箇月を経過したとき。  外
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 議案第47号 

選挙人名簿に登録する者について 

 令和３年９月１日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を，次のとおり

選挙人名簿に登録する。 

令和３年９月１日 

     福岡市南区選挙管理委員会 

 委員長   光 安  力 

１ 登録する者の数 

  4,259人 

２ 登録する者の氏名等 

別紙のとおり 

３ 登録年月日 

  令和３年９月１日 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第22条第１項の規定による。 

【参考】公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号） ※略文 
（登録）

第22条  選挙管理委員会は，登録月の１日現在により，当該市町村の選挙人名簿に登録される

資格を有する者を同日（同日が地方公共団体の休日に当たる場合には，登録月の１日又は同

日の直後の地方公共団体の休日以外の日。）に選挙人名簿に登録しなければならない。

【参考】公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号） ※略文 
第19条 
２  選挙管理委員会は，毎年３月，６月，９月及び12月（第22条第1項において「登録月」という。）

並びに選挙を行う場合に，選挙人名簿の登録を行うものとする。
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変更先 現

　レークヒルズ野多目6番館
　コミュニティールーム

　野多目1丁目
　市営住宅集会所

広さ
　約161㎡
　（縦9.25ｍ×横17.45ｍ）

　約62㎡
　（縦7.5ｍ×横8.26ｍ）

駐車場

　有り
※マンションロータリー
　周辺の有料駐車場もあり
　（30分無料）

　無し

４　投票所の比較

３　変更先の施設　　　　レークヒルズ野多目６番館コミュニティールーム

投票所名

５　投票区全体図

３　変更時期（案）　　　令和３年中に執行予定の衆議院議員総選挙から

野多目北投票区の投票所の変更について

　野多目校区自治協議会から、現投票所である野多目１丁目市営住宅集会所が
狭いこと等から、投票所の変更について下記のとおり要望があっているもの。

記

１　該当投票区　　　　　野多目北投票区　

２　選挙人名簿登録者数　５，６１３人（令和３年９月１日現在）

野多目北投票区

野多目１丁目

市営住宅

レークヒルズ野多目

６番館

報告事項
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